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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄
三井住友トラストグループ株式会社第９回
任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約及び劣後特約付）

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の総額(円) 金50,000百万円

各社債の金額(円) 金１億円

発行価額の総額(円) 金50,000百万円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(％)

１ 2025年６月４日の翌日から2030年６月５日まで
年2.274パーセント

２ 2030年６月５日の翌日以降
別記「利息支払の方法」欄第２項第(1)号又は第(2)号の規定
に基づき定められる６ヶ月日本円タイボー（ただし、同項第
(3)号の規定に基づき代替参照レート（同号①に定義する。）
が決定された場合は、かかる代替参照レートにスプレッド調整
（同号⑦に定義する。）を反映させたもの）に1.044パーセン
トを加算したものとする。

利払日 毎年６月５日及び12月５日

利息支払の方法

１ 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還がなされる日

（以下「償還期日」という。）までこれをつけ、毎年６
月５日及び12月５日（以下「支払期日」という。）に本
項第(2)号ないし第(4)号に定める方法によりこれを支払
う。

(2) 払込期日の翌日から2030年６月５日までの本社債の利息に
ついては、以下により計算される金額を、2025年12月５
日を第１回の支払期日として、以後の各支払期日に支払
う。支払期日が東京における銀行休業日にあたるときは、
支払はその翌銀行営業日にこれを繰り下げる（かかる修
正により、その繰り下げた支払日が翌月に入るときは、
直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。）。
各社債権者が各口座管理機関（別記「振替機関」欄に定
める振替機関が業務規程に定める口座管理機関をいう。
以下同じ。）に保有する各本社債の金額（ただし、支払
期日において、別記「（注）７ 債務免除特約」(1)①に
基づき各本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除さ
れている場合（別記「（注）８ 元金回復特約」に基づ
き当該免除の効力がその全部について消滅している場合
を除く。）には、当該支払期日における各本社債の免除
後元金額（別記「償還の方法」欄第２項第(1)号に定義す
る。）。また、支払期日以前に損失吸収事由（別記
「（注）７ 債務免除特約」(1)①に定義する。）が生
じ、かつ、当該損失吸収事由に係る債務免除日（同(1)①
に定義する。）が支払期日後に到来する場合には、当該
債務免除日における各本社債の免除後元金額。本項第(3)
号及び第(4)号において同じ。）の総額に一通貨あたりの
利子額を乗じて得られる金額（ただし、１円未満の端数
が生じた場合にはこれを切り捨てる。）。本号において
「一通貨あたりの利子額」とは、別記「振替機関」欄に
定める振替機関の業務規程施行規則に従い、１円に別記
「利率」欄第１項に定める利率を乗じ、それを２で除し
て得られる金額（ただし、半か年に満たない期間につき
利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計
算し、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこ
れを切り捨てる。）をいう。
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(3) 2030年６月５日の翌日以降の本社債の利息については、各
支払期日に以下により計算される金額を支払う。支払期
日が東京における銀行休業日にあたるときは、その翌銀
行営業日にこれを繰り下げる（かかる修正により、その
繰り下げた支払期日が翌月に入るときは、直前の銀行営
業日にこれを繰り上げる。）。
各社債権者が各口座管理機関に保有する各本社債の金額
の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額
（ただし、１円未満の端数が生じた場合にはこれを切り
捨てる。）。本号において「一通貨あたりの利子額」と
は、別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程施
行規則に従い、１円に別記「利率」欄第２項の規定に基
づき決定される利率及び当該利息計算期間（下記に定義
する。）の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じ
て得られる金額（ただし、小数点以下第13位未満の端数
が生じた場合にはこれを切り捨てる。）をいう。
「利息計算期間」とは、2030年６月５日の翌日に開始し、
その直後に到来する支払期日（支払期日を繰り下げた場
合又は繰り上げた場合は修正後の支払期日。以下本号に
おいて同じ。）に終了する期間及び以降のいずれかの支
払期日の翌日に開始しその次の支払期日又は償還期日に
終了する連続する各期間をいう。

(4) 本項第(2)号又は第(3)号に従い本社債の利息を計算する場
合において、ある支払期日の直前の支払期日の翌日から
当該支払期日までの期間（以下「対象期間」という。）
に元金回復日（別記「（注）８ 元金回復特約」(1)に定
義する。以下同じ。）が到来した場合には、(i)当該対象
期間のうち直前の支払期日の翌日から当該対象期間にお
いて最初に到来した元金回復日までの期間については、
当該元金回復日の直前における免除後元金額（ただし、
当該元金回復日後当該支払期日までの期間に損失吸収事
由が生じ、かつ、当該元金回復日後当該支払期日までの
期間の各日における免除後元金額のうち最も小さい額が、
当該元金回復日の直前における免除後元金額を下回る場
合には、当該最も小さい額）を本項第(2)号又は第(3)号
における各本社債の金額とみなし、(ii)当該対象期間の
うちいずれかの元金回復日の翌日から次の元金回復日ま
での期間（もしあれば）については、当該次の元金回復
日の直前における免除後元金額（ただし、当該次の元金
回復日後当該支払期日までの期間に損失吸収事由が生じ、
かつ、当該次の元金回復日後当該支払期日までの期間の
各日における免除後元金額のうち最も小さい額が、当該
次の元金回復日の直前における免除後元金額を下回る場
合には、当該最も小さい額）を本項第(2)号又は第(3)号
における各本社債の金額とみなし、また、(iii)当該対象
期間のうち当該対象期間において最後に到来する元金回
復日の翌日から当該支払期日までの期間については、当
該支払期日における免除後元金額を本項第(2)号又は第
(3)号における各本社債の金額とみなし、本項第(2)号に
従い各々の期間につき計算して得られる金額の合計額、
又は本項第(3)号に従い各々の期間を利息計算期間とみな
したうえで、当該対象期間について別記「利率」欄第２
項の規定に基づき決定される利率を適用して計算して得
られる金額の合計額を、当該支払期日に支払うべき本社
債の利息とする。

(5) 本項第(1)号ないし第(4)号の規定にかかわらず、(i)各本
社債の免除後元金額が１円となりこれが継続している間、
(ii)償還期日後、及び(iii)当社につき清算事由（別記
「償還の方法」欄第２項第(1)号に定義する。）が発生し
た日以降これが継続している間は、本社債には利息をつ
けない。
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(6) 任意利払停止
本項第(1)号ないし第(4)号の規定にかかわらず、当社は、
本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完
全な裁量により判断する場合には、各支払期日において、
各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息
の全部又は一部の支払を行わないことができる。当社は、
本号に基づき支払期日において各本社債につき本社債の利
息の全部又は一部の支払を行わないことを決定した場合
（ただし、法令又は法令に基づく金融庁その他の監督当局
による命令その他の処分に基づく場合を除く。）には、
(i)当社がその次の支払期日に支払うべき本社債の利息の
支払を行うこと又は全部若しくは一部の支払を行わないこ
とを決定するまでの期間中（ただし、別記「償還の方法」
欄第２項に基づき本社債の全部につき償還又は買入消却さ
れた場合を除く。）、(x)当社の普通株式及び自己資本比
率規制（別記「償還の方法」欄第２項第(3)号に定義す
る。）上の自己資本比率基準におけるその他Tier１資本調
達手段に該当する当社の株式（その他Tier１配当最優先株
式（下記に定義する。）を除く。）に対する金銭の配当並
びに(y)各種類のその他Tier１配当最優先株式の各株式に
対する、当該各種類のその他Tier１配当最優先株式の株式
一株あたりの優先配当金の額の半額に、当該支払期日に支
払うべき本社債の利息のうち支払を行う部分として当社が
決定した割合を乗じた額を超える額の金銭の配当を行う旨
の取締役会の決議又はかかる配当を行う旨の会社提案の議
案の株主総会への提出を行わないものとし、また、(ii)当
該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行わな
い部分として当社が決定した割合と少なくとも同じ割合
を、当該支払期日と同一の日に支払うべき負債性その他
Tier１資本調達手段（下記に定義する。）の配当又は利息
のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合とす
るものとする。この場合において、当該支払期日が、本社
債の社債要項（以下「本要項」という。）又は負債性その
他Tier１資本調達手段の要項における銀行営業日に該当し
ないことから、本要項又は当該要項に従い本社債又は当該
負債性その他Tier１資本調達手段の配当又は利息の支払が
行われる日に関する調整がなされる場合であっても、本社
債及び当該負債性その他Tier１資本調達手段の配当又は利
息は、当該支払期日に支払うべきものとみなす。
「その他Tier１配当最優先株式」とは、当社の自己資本比
率規制上の自己資本比率基準におけるその他Tier１資本調
達手段に該当する当社の優先株式のうち、配当の順位が最
も優先するものをいう。
「負債性その他Tier１資本調達手段」とは、当社の自己資
本比率規制上の自己資本比率基準におけるその他Tier１資
本調達手段のうち、負債性資本調達手段に該当するもの
（専ら当社の資本調達を行うことを目的として設立された
連結子法人等（以下「特別目的会社等」という。）の発行
するその他Tier1資本調達手段のうち負債性資本調達手段
を含み、本社債、及び特別目的会社等の発行するその他
Tier1資本調達手段のうち負債性資本調達手段に該当しな
いものを除く。）をいう。

(7) 利払可能額制限
本項第(1)号ないし第(4)号の規定にかかわらず、当社が
各支払期日に各本社債につき支払うべき本社債の利息の
金額は、利払可能額（下記に定義する。）を限度とする
ものとし（かかる制限を以下「利払可能額制限」とい
う。）、当社は、各本社債につき、当該支払期日に支払
うべき本社債の利息のうち当該利払可能額を超える金額
について、本社債の利息の支払を行わない。
「利払可能額」とは、ある支払期日について、当該支払
期日における調整後分配可能額（下記に定義する。）を、
(i)当該支払期日に本社債につき支払うべき本社債の利息
の総額並びに(ii)当該支払期日に支払うべき配当最優先
株式（下記に定義する。）及び同順位証券（下記に定義
する。）の配当又は利息の総額で按分して算出される額
のうち、各本社債に係る按分額をいう（ただし、１円未
満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。）。
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この場合において、当該支払期日が、本要項又は当該同順
位証券の要項における銀行営業日に該当しないことから、
本要項又は当該要項に従い本社債又は当該同順位証券の配
当又は利息の支払が行われる日に関する調整がなされる場
合であっても、本社債又は当該同順位証券の配当又は利息
は、当該支払期日に支払うべきものとみなす。また、当社
は、配当又は利息の支払が外貨建てで行われる配当最優先
株式及び同順位証券については、当社が適当と認める方法
により、それらの配当及び利息の額を円貨建ての額に換算
したうえで、当該円貨建て換算後の配当最優先株式及び同
順位証券の配当及び利息の額を用いて、利払可能額を算出
する。
「調整後分配可能額」とは、ある日において、会社法に基
づき算出される当該日における当社の分配可能額から、当
該日の属する事業年度の初日以後、当該日の前日までに支
払われた本社債、同順位証券及び劣後証券（下記に定義す
る。）の配当及び利息の総額を控除して得られる額をい
う。この場合において、本社債又は当該同順位証券若しく
は劣後証券の配当又は利息の支払が行われる日が、本要項
又は当該同順位証券若しくは劣後証券の要項における銀行
営業日に該当しないことから、本要項又は当該要項に従い
本社債又は当該同順位証券の配当又は利息の支払が行われ
る日に関する調整がなされる場合であっても、本社債又は
当該同順位証券若しくは劣後証券の配当又は利息は、当該
調整前の日に支払われるものとみなす。また、当社は、配
当又は利息の支払が外貨建てで行われる同順位証券及び劣
後証券については、当社が適当と認める方法により、それ
らの配当及び利息の額を円貨建ての額に換算したうえで、
当該円貨建て換算後の同順位証券及び劣後証券の配当及び
利息の額を用いて、調整後分配可能額を算出するものとす
る。
「配当最優先株式」とは、当社の優先株式で配当の順位が
最も優先するものをいう。
「同順位証券」とは、当社の債務で利息に係る権利につい
て本項第(6)号及び第(7)号と実質的に同じ条件を付された
もの（ただし、本社債、及び特別目的会社等がその債権者
であるものを除く。）、並びに特別目的会社等の資本調達
手段で配当又は利息に係る権利について本項第(6)号及び
第(7)号と実質的に同じ条件を付されたものをいう。
「劣後証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について
本項第(6)号又は第(7)号のいずれかの点において本社債に
実質的に劣後する条件を付されたもの（ただし、特別目的
会社等がその債権者であるものを除く。）、及び特別目的
会社等の資本調達手段で配当又は利息に係る権利について
本項第(6)号又は第(7)号のいずれかの点において本社債に
実質的に劣後する条件を付されたものをいう。

(8) 本項第(6)号又は第(7)号に基づき支払期日に支払われなか
った本社債の利息は繰り延べられず、当該支払期日にお
いて、当社の本社債に基づく当該利息の支払債務の効力
は将来に向かって消滅する。

(9) 当社は、本項第(6)号又は第(7)号に基づき支払期日に支払
うべき本社債の利息の全部又は一部の支払を行わない場
合、第(6)号の場合についてはその旨及び当社が支払を行
うこととした本社債の利息の金額、第(7)号の場合につい
ては利払可能額制限が生じた旨及び利払可能額、当該支
払期日並びに当社が第(6)号又は第(7)号に従い当該支払
期日において本社債の利息の全部又は一部の支払を行わ
ず、その支払債務の効力は将来に向かって消滅すること
を、当該支払期日の10銀行営業日前までに、別記
「（注）４ 財務代理人」に定める財務代理人に通知し、
また、別記「（注）９ 社債権者に通知する場合の公
告」に定める公告その他の方法により社債権者に通知す
る。ただし、当該支払期日の10銀行営業日前までにかか
る財務代理人に通知を行うことができないときは、当該
通知を行うことが可能になった時以降すみやかにこれを
行い、また、当該支払期日の10銀行営業日前までに社債
権者に通知を行うことができないときは、その後すみや
かにこれを行う。

(10) 本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた本
社債の利息の全部又は一部が社債権者に対して支払われ
た場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領
した利息をただちに当社に返還する。
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(11) 本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた本
社債に基づく利息の支払請求権を相殺の対象とすること
はできない。

(12) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記
「（注）６ 劣後特約」に定める劣後特約、別記
「（注）７ 債務免除特約」に定める債務免除特約及び
別記「（注）８ 元金回復特約」に定める元金回復特約
に従う。

２ 適用利率の決定
(1) 別記「利率」欄第２項の規定に基づき決定される本社債の

利率は、各利息計算期間の開始直前の支払期日の２銀行
営業日前（以下「利率基準日」という。）の午前11時現
在のレートとしてリフィニティブ17097頁（一般社団法人
全銀協TIBOR運営機関（又は日本の無担保コール市場にお
ける銀行間取引金利指標の運営を承継するその他の者。
以下総称して「タイボー運営機関」という。）が運営す
る日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標
を表示するリフィニティブの17097頁又はその承継頁をい
い、以下「リフィニティブ17097頁」という。）に表示さ
れる日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指
標のうち６ヶ月物の金利（以下「６ヶ月日本円タイボ
ー」という。）に別記「利率」欄第２項に定める所定の
スプレッドを加算したものとし、各利率基準日に当社が
これを決定する。

(2) ①利率基準日に、リフィニティブ17097頁に６ヶ月日本円
タイボーが表示されない場合又はリフィニティブ17097
頁が利用不能となった場合には、利率基準日に、当社
は、利率照会銀行（日本の無担保コール市場における主
要銀行であって、タイボー運営機関が市場実勢金利の提
示を受ける先として選定しているリファレンス・バンク
の中から当社が指定する銀行４行をいい、以下「利率照
会銀行」という。）の主たる店舗に対し、利率基準日の
午前11時現在のレートとされた６ヶ月日本円タイボーの
提示を求め、その算術平均値（小数点以下第５位を四捨
五入する。本号において以下同じ。）を当該利息計算期
間に適用される６ヶ月日本円タイボーとする。

②本号①の場合で、当社に６ヶ月日本円タイボーを提示し
た利率照会銀行が２行以上ではあるがすべてではない場
合、当該利息計算期間に適用される６ヶ月日本円タイボ
ーは、当該利率照会銀行の６ヶ月日本円タイボーの算術
平均値とする。

③本号①の場合で、当社に６ヶ月日本円タイボーを提示し
た利率照会銀行が２行に満たない場合、当該利息計算
期間に適用される６ヶ月日本円タイボーは、当該利率
基準日の前銀行営業日の午前11時現在のレートとして
リフィニティブ17097頁に表示されていた６ヶ月日本円
タイボーとする。

(3) 当社が、６ヶ月日本円タイボーの算出若しくは運営又はタ
イボー運営機関による提供が恒久的に中止されたために
６ヶ月日本円タイボーがリフィニティブ17097頁に公表さ
れなくなったと判断するか、又は、６ヶ月日本円タイボ
ーが存続しているにもかかわらず、従来６ヶ月日本円タ
イボーを変動利率の参照指標としていた日本円建ての変
動利率債に適用される債券資本市場における市場慣行が
６ヶ月日本円タイボー以外の基準レートを参照するよう
に変更された（又は次回の利率基準日までに変更され
る）と合理的に判断する場合、本項第(2)号の規定にかか
わらず、以下の規定を適用する。なお、本号により６ヶ
月日本円タイボーの代替がなされた後においても、当社
が、その時点における市場慣行を考慮し、代替参照レー
ト（本号①に定義する。）を変更することが適切である
と誠実かつ商業上合理的に判断する場合には、以下の規
定を再適用できるものとする。
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①当社は、すべての将来の利息計算期間に関し、６ヶ月日
本円タイボーを代替するレート（以下「代替参照レー
ト」という。）、代替参照レートを表示する情報サー
ビスのスクリーン頁又は情報源（もしあれば）（以下
「代替スクリーン頁」という。）及びスプレッド調整
（本号⑦に定義する。）を、次回の利率基準日までに
決定するため、独立アドバイザー（本号⑦に定義す
る。）を選任する合理的な努力をする。

②代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定
のために６ヶ月日本円タイボーを代替して市場慣行と
して使用されていると決定するレート、又は、独立ア
ドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する場
合に、独立アドバイザーがその単独の裁量で、６ヶ月
日本円タイボーに最も相当すると誠実にかつ商業上合
理的な方法で決定するレートとする。

③本号①に従って当社が独立アドバイザーを選任できない
場合又は本号②に従って独立アドバイザーが代替参照
レート決定期限までに代替参照レートを決定できない
場合、(ｉ)本号②の規定にかかわらず、当社は、その
単独の裁量で、６ヶ月日本円タイボーに最も相当する
と誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートを
もって、代替参照レートを決定することができ、(ⅱ)
当社が利率基準日までに代替参照レートを決定できな
い場合には、適用利率は、本項第(2)号に従って定めら
れる６ヶ月日本円タイボーに基づき、別記「利率」欄
第２項の規定に従って、当社がこれを決定する。

④代替参照レートが本号②又は③に従い決定される場合、
かかる代替参照レートにスプレッド調整を反映させた
ものがすべての将来の利息計算期間に係る６ヶ月日本
円タイボーを代替し、また、かかる代替参照レートの
代替スクリーン頁がリフィニティブ17097頁を代替す
る。

⑤独立アドバイザー又は当社が、代替参照レートを本号②
又は③に従って決定する場合、当社は、独立アドバイ
ザー（もしいれば）と協議のうえ、代替参照レートに
関する市場慣行に従うために、利率基準日、銀行営業
日の定義、レート又はその見積りを取得する回数、利
息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する規定及
び代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない
場合の取扱い（併せて以下「代替的取扱い」とい
う。）を定めることができ、また、本社債の社債要項
につき代替参照レート及びスプレッド調整の適切な運
用に必要であると誠実に判断する範囲内で変更（以下
「本変更」という。）を行うことができる。適用ある
日本法の許容する範囲内で、代替参照レート、代替ス
クリーン頁若しくはスプレッド調整の決定、代替的取
扱い、本変更又はその他の必要な変更及び措置（必要
な場合、当社による契約書類の締結又はその他の措置
の実行を含む。）に関して、社債権者はこれらにあら
かじめ同意する。

⑥当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッ
ド調整及び本変更を決定した後実務上可能な限りすみ
やかに、その旨を別記「（注）９ 社債権者に通知す
る場合の公告」に定める公告その他の方法により社債
権者に通知する。

⑦本号における用語の定義は、以下のとおりとする。
「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担に
より選任する定評のある独立した金融機関又は債券資
本市場における実績を有するその他の独立したアドバ
イザーをいう。
「スプレッド調整」とは、６ヶ月日本円タイボーを代
替参照レートで代替する結果として社債権者に及ぶ経
済的な不利益又は利益を、その状況において合理的な
範囲で削減又は除去するために、かかる代替参照レー
トの調整に必要となるスプレッド（正、負又は零のい
ずれもあり得る。）又はスプレッドを計算する計算式
若しくは計算方法として、以下に定めるものをいう。
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(ｉ)独立アドバイザー又は当社が、６ヶ月日本円タイボ
ーを参照する債券資本市場取引におけるその時点の
市場慣行として、６ヶ月日本円タイボーが当該代替
参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使
用されていると認識又は確認し、決定するスプレッ
ド、計算式又は計算方法

(ⅱ)上記(ｉ)の市場慣行が認識又は確認されない場合
は、独立アドバイザー又は当社が、その裁量によ
り、商業上合理的かつ適切であると誠実に判断する
スプレッド、計算式又は計算方法

(4) 当社は、別記「（注）４ 財務代理人」に定める財務代理
人に本項第(1)号及び第(2)号に定める利率確認事務を委
託し、かかる財務代理人は利率基準日に当該利率を確認
する。

(5) 当社及び別記「（注）４ 財務代理人」に定める財務代理
人は、各利息計算期間の開始日から５銀行営業日以内
（利息計算期間の開始日を含む。）に、本項第(1)号ない
し第(3)号により決定された本社債の利率を、その本店に
おいて、その営業時間中、一般の閲覧に供する。ただし、
当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲
載することをもって、これに代えることができるものと
する。

３ 利息の支払場所
別記「（注）13 元利金の支払」記載のとおり。

償還期限
定めない。ただし、当社は、別記「償還の方法」欄第２項の規定に
従い、本社債の全部を償還する。

償還の方法

１ 償還金額
各社債の金額100円につき金100円（ただし、本欄第２項の規定
に従う。）

２ 償還の方法及び期限
(1) 当社は、清算事由（下記に定義する。）が発生し、かつ継

続している場合、別記「（注）６ 劣後特約」に定める劣
後特約の規定に従い、本社債の総額を、各社債の金額100
円につき金100円（ただし、償還期日において、別記
「（注）７ 債務免除特約」(1)①に基づき各本社債に基
づく元金の一部の支払債務が免除されている場合（別記
「（注）８ 元金回復特約」に基づき当該免除の効力がそ
の全部について消滅している場合を除く。）には、各本社
債につき金１億円から当該免除され、かつ、当該免除の効
力が消滅していない支払債務に係る金額を控除して得られ
る金額（以下「免除後元金額」という。）。本項第(3)号
において同じ。）の割合で償還する。
「清算事由」とは、当社について清算手続（会社法に基づ
く特別清算手続を除く。）が開始された場合をいう。

(2) 清算事由が発生し、かつ継続していない限り、当社は、
2030年６月５日以降に到来するいずれかの支払期日に、あ
らかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社
債の全部（一部は不可）を、各社債の金額100円につき金
100円の割合で、償還期日（同日を含む。）までの経過利
息を付して償還することができる。ただし、償還期日にお
いて、別記「（注）７ 債務免除特約」(1)①に基づき各
本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場
合（別記「（注）８ 元金回復特約」に基づき当該免除の
効力がその全部について消滅している場合を除く。）に
は、本号に基づく償還を行うことはできない。

(3) 清算事由が発生し、かつ継続していない限り、当社は、払
込期日以降、税務事由（下記に定義する。）又は資本事由
（下記に定義する。）（以下「特別事由」と総称する。）
が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらか
じめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の
全部（一部は不可）を、各社債の金額100円につき金100円
の割合で、償還期日（同日を含む。）までの経過利息を付
して償還することができる。
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「税務事由」とは、日本の税制又はその解釈の変更等によ
り、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、
当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避す
ることができない旨の意見書を、当社が、日本において全
国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有す
る法律事務所又は税務の専門家から受領した場合をいう。
この場合、当社は、当該意見書の写しを別記「（注）４
財務代理人」に定める財務代理人に交付する。
「資本事由」とは、本社債の全部又は一部が現在又は将来
において当社のその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算
入されないこととする内容の当社に適用のある自己資本比
率規制に関する法令等（法令、規則、告示又は金融庁その
他の監督当局の監督指針若しくは当該法令、規則又は告示
に関する公式見解（金融庁が公表し、都度改正する自己資
本比率規制に関するQ&Aと題する文書を含む。）をいい、
これらを改正又は変更するものを含む。以下「自己資本比
率規制」という。）が公布又は公表された場合、その他当
社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、自己資本比
率規制上現在又は将来において当社のその他Tier1資本に
係る基礎項目の額に、本社債の全部又は一部が算入されな
いこととなると判断した場合をいう。

(4) 本項第(2)号又は第(3)号に基づき本社債を償還しようとす
る場合、当社は、その旨及び償還期日その他必要な事項
を、本項第(3)号の場合は同号に定める意見書の写しを添
えて、別記「（注）４ 財務代理人」に定める財務代理人
に通知した後、当該償還期日前の30日以上60日以下の期間
内に、別記「（注）９ 社債権者に通知する場合の公告」
に定める公告その他の方法により社債権者に通知する。か
かる財務代理人に対する通知及び社債権者に対する公告又
はその他の方法による通知は取り消すことができない。ま
た、本項第(3)号に定める意見書は、当社の本店に備えら
れ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者
はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切
の費用はその申込人の負担とする。

(5) 償還期日が東京における銀行休業日にあたるときは、その
翌銀行営業日にこれを繰り下げる（かかる修正により、そ
の繰り下げた償還期日が翌月に入るときは、直前の銀行営
業日にこれを繰り上げる。）。ただし、2030年６月５日以
前に償還する場合で当該日が東京における銀行休業日にあ
たるときは、償還期日は繰り下げず、その支払を翌銀行営
業日に繰り下げる（ただし、その繰り下げた支払日が翌月
に入るときは、その支払は直前の銀行営業日にこれを繰り
上げる。）。

(6) 本項第(4)号に別段の定めがある場合を除き、本項第(4)号
の手続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。

(7) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつで
も金融庁長官の事前の確認を受けたうえでこれを行うこと
ができる。

(8) 本社債の償還については、本項のほか、別記「利息支払の
方法」欄第１項の規定、別記「（注）６ 劣後特約」に定
める劣後特約、別記「（注）７ 債務免除特約」に定める
債務免除特約及び別記「（注）８ 元金回復特約」に定め
る元金回復特約に従う。

３ 償還元金の支払場所
別記「（注) 13 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 国内における一般募集

申込証拠金(円)
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充
当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2025年５月29日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
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払込期日 2025年６月４日

振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保
本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されてい
る資産はない。

財務上の特約(担保提供制限) 本社債には一切の財務上の特約は付さない。

財務上の特約(その他の条項) 本社債には一切の財務上の特約は付さない。

(注) １ 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。）

本社債について、当社はR&IからＡ－（シングルＡ－）の信用格付を2025年５月29日付で取得してい

る。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお

りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等

の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見

を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表

明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正

確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証

もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の

正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変

更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることが

ある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然

性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ

る。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり

得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ

(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の

「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障

害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のと

おり。

R&I：電話番号03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所（以下「JCR」という。）

本社債について、当社はJCRからＡ（シングルＡ）の信用格付を2025年５月29日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示

すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見

の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフ

ォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや

市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対

象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用

格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手し

たものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性があ

る。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ

(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される

「ニュースリリース」 (https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等

何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお

り。

JCR：電話番号03-3544-7013

２ 振替社債

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第
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２号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第

１項の規定に基づき社債券を発行することができない。

３ 社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され

ていない。

４ 財務代理人

(1) 当社は、三井住友信託銀行株式会社（以下「財務代理人」という。）との間に2025年５月29日付三井住

友トラストグループ株式会社第９回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約及び劣後特約付）財

務及び発行・支払代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。

(2) 別記「振替機関」欄に定める振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理

人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

(3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との

間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。

(4) 財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本（注）９に定める公告の方法により社債権者に通

知する。

５ 期限の利益喪失に関する特約

(1) 本社債には期限の利益喪失に関する特約を付さない。

(2) 本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の

利益を喪失せしめられることはない。

６ 劣後特約

(1) 当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、本社債に基づく元利金（ただし、清算事由が生

じた日（同日を含む。）までに期限が到来したものを除く。以下本（注）６において同じ。）の支払請

求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとし、本社債に基づく元利金の支払は、清算

時支払可能額（下記に定義する。）を限度として行われる。ただし、当該本社債に基づく元利金の支払

請求権の効力は、以下の条件が成就するまでに本（注）７に定める債務免除事由が生じた場合には、本

（注）７の定めに従う。

（停止条件）

当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前ま

でに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権（(i)本社債に基づく債権及び(ii)本社債

に基づく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権又は実質的にこれ

に劣後する条件を付された債権を除くすべての債権（期限付劣後債務に係る債権を含む。）をいう。以

下同じ。）が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたこと。

「清算時支払可能額」とは、(i)本社債に基づく債権及び(ii)本社債に基づく債権と清算手続における

弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、当社の優先株式で残余財産分配の順位が最も優

先するもの（以下「残余財産分配最優先株式」という。）とみなし、本社債に基づく債権に清算手続に

おける弁済順位について実質的に劣後する条件を付された債権を、当社の残余財産分配最優先株式以外

の優先株式とみなした場合に、本社債につき支払がなされるであろう金額をいう。

(2) 本要項の各条項は、いかなる意味においても優先債権者（下記に定義する。）に対して不利益を及ぼす

内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対して

も効力を生じない。

「優先債権者」とは、当社に対し、優先債権を有するすべての者をいう。

(3) 本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本（注）６(1)に従って発生していないにもかかわらず、

その元利金の全部又は一部が社債権者に支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受

領した元利金をただちに当社に返還する。

(4) 本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本（注）６(1)に従って定められた条件が成就したとき

に発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債に基づく元利金の支払請求権を

相殺の対象とすることはできない。

(5) 当社の清算手続における本社債に基づく債務の支払は、本社債に基づく当社の債務を含む当社のすべて

の債務を弁済した後でなければ残余財産を当社の株主に分配することができないことを定める会社法第

502条に従って行われるものとする。

７ 債務免除特約

(1) 当社について、損失吸収事由（本（注）７(1)①に定義する。）、実質破綻事由（本（注）７(1)②に

定義する。）又は倒産手続開始事由（本（注）７(1)③に定義する。）（以下「債務免除事由」と総称

する。）が生じた場合、別記「償還の方法」欄第２項及び別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に
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かかわらず、以下の規定に従い、当社は、本社債に基づく元利金の全部又は一部の支払債務を免除さ

れる。

① 損失吸収事由の場合

当社について損失吸収事由が生じた場合、当該損失吸収事由が生じた時点から債務免除日（下記に

定義する。以下本（注）７(1)①において同じ。）までの期間中、各本社債の元金（当該損失吸収事

由が生じた時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において本（注）７(1)①に基づ

き免除されている支払債務に係る金額（本（注）８に基づき当該免除の効力が消滅している支払債

務に係る金額を除く。）を除く。以下本（注）７(1)①において同じ。）のうち所要損失吸収額（下

記に定義する。）に相当する金額及び各本社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、

各本社債に基づく元利金（ただし、損失吸収事由が生じた日（同日を含む。）までに期限が到来し

たものを除く。以下本（注）７(1)①において同じ。）の支払債務に係る支払請求権の効力は停止

し、各本社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は、各

本社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額及び各本社債の利息のうち当該金額の元金に応

じた利息について、各本社債に基づく元利金の支払債務を免除される。なお、損失吸収事由が生じ

た時点において各本社債の元金が１円となっている場合を除き、損失吸収事由が生じる毎に、本

（注）７(1)①に基づき各本社債に基づく元利金の支払債務は免除される。

「損失吸収事由」とは、当社が、以下の(i)から(iv)までのいずれかの方法により報告又は公表した

連結普通株式等Tier１比率（下記に定義する。）が5.125パーセントを下回った場合をいう。ただ

し、当社が以下の(i)から(iii)までの方法により報告又は公表した連結普通株式等Tier１比率が

5.125パーセントを下回った場合であって、当該報告又は公表までに、当社が、金融庁その他の監督

当局に対し、本（注）７(1)①に従って本社債に基づく元利金の支払債務の免除が行われないとして

も当社の連結普通株式等Tier１比率が5.125パーセントを上回ることとなることが見込まれる計画を

提出し、当該計画につき金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は

生じなかったものとみなす。損失吸収事由が生じなかったものとみなされる場合、当社は、損失吸

収事由は生じない旨を、当社が連結普通株式等Tier１比率を報告又は公表する日以降すみやかに、

本（注）４に定める財務代理人に通知し、また、本（注）９に定める公告その他の方法により社債

権者に通知する。

(i)当社が金融庁その他の監督当局に提出する決算状況表又は中間決算状況表による報告

(ii)当社が銀行法に基づき金融庁その他の監督当局に提出する業務報告書又は中間業務報告書によ

る報告

(iii)法令又は金融商品取引所の規則に基づき当社により行われる公表

(iv)金融庁その他の監督当局の検査結果等を踏まえた当社と監査法人等との協議の後、当社から金

融庁その他の監督当局に対して行われる報告

本（注）７(1)①において「債務免除日」とは、損失吸収事由が生じた日後20銀行営業日を超えない

範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。

「所要損失吸収額」とは、本社債の元金及び損失吸収証券（下記に定義する。）の元金（当該損失

吸収事由が生じた時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において免除等（下記に

定義する。）がなされている支払債務に係る金額（当該免除等につき元金回復（下記に定義す

る。）がなされた支払債務に係る金額を除く。）、又は普通株転換（下記に定義する。）がなされ

た損失吸収証券の元金の額を除く。以下本（注）７(1)①において同じ。）の全部又は一部の免除等

又は普通株式転換により、当社の連結普通株式等Tier１比率が5.125パーセントを上回ることとなる

ために必要な額として当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する額（以下「総所要損失吸

収額」という。）（ただし、いずれかの損失吸収証券について、損失吸収事由が生じた場合に、本

（注）７(1)①（本ただし書きを除く。）と実質的に同一の特約が付されていたと仮定した場合に損

失吸収事由の発生により免除等又は普通株転換がなされるであろう元金の額を超える元金の額につ

いて免除等又は普通株転換がなされる特約が付されている場合（当該損失吸収証券を以下「全部削

減型損失吸収証券等」という。）には、総所要損失吸収額から各全部削減型損失吸収証券等の当該

免除等又は普通株転換がなされる元金の額の合計額を控除して得られる額（０円を下回る場合には、

０円とする。））を、本社債の元金の総額及び損失吸収証券（ただし、全部削減型損失吸収証券等

がある場合には、当該全部削減型損失吸収証券等を除く。）の元金の総額で按分して算出される額

のうち、各本社債に係る按分額（ただし、１円未満の端数が生じた場合にはこれを切り上げる。）

をいう。ただし、当該按分額が、各本社債の元金の額以上の額である場合は、各本社債の免除後元

金額を１円とするために必要な額とする。この場合において、当社は、元金が外貨建ての各損失吸

収証券については、当社が適当と認める方法により、各損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に
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換算したうえで、当該円貨建て換算後の各損失吸収証券の元金の額を用いて、所要損失吸収額を算

出するものとする。

「連結普通株式等Tier１比率」とは、自己資本比率規制上の自己資本比率基準に基づき計算される

当社の連結普通株式等Tier１比率をいう。

「損失吸収証券」とは、負債性その他Tier１資本調達手段、及び当社の自己資本比率規制上の自己

資本比率基準におけるその他Tier１資本調達手段のうち、損失吸収事由が生じた場合に免除等又は

普通株転換がなされるもの（本社債及び負債性その他Tier１資本調達手段を除く。）をいい、特別

目的会社等の発行するものを含む。

「免除等」とは、元本の金額の支払債務の免除その他の方法による元金の削減をいう。

「元金回復」とは、免除等の効力の消滅その他の方法による元金の回復をいう。

「普通株転換」とは、普通株式を対価とする取得その他の方法による普通株式への転換をいう。

② 実質破綻事由の場合

当社について実質破綻事由が生じた場合、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日（下記に定義

する。以下本（注）７(1)②において同じ。）までの期間中、本社債に基づく元利金（ただし、実質

破綻事由が生じた日（同日を含む。）までに期限が到来したものを除く。以下本（注）７(1)②にお

いて同じ。）の支払債務に係る支払請求権の効力は停止し、本社債に基づく元利金の弁済期限は到

来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払債務の全額を免除さ

れる。

「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について特定第二号措置（預金保険法第126条の２第

１項第２号において定義される意味を有する。）を講ずる必要がある旨の特定認定（預金保険法第

126条の２第１項において定義される意味を有する。）を行った場合をいう。

本（注）７(1)②において「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない

範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。

③ 倒産手続開始事由の場合

当社について倒産手続開始事由が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当社は本

社債に基づく元利金（ただし、倒産手続開始事由が生じた日（同日を含む。）までに期限が到来し

たものを除く。）の支払債務の全額を免除される。

「倒産手続開始事由」とは、当社について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続

開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、

民事再生手続若しくは特別清算若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。

(2) 債務免除事由が生じた場合、当社は、その旨、債務免除日（本（注）７(1)①又は②の場合においては、

当該①又は②に定める債務免除日をいい、本（注）７(1)③の場合においては、倒産手続開始事由が生

じた日をいう。以下本（注）７(2)において同じ。）及び本（注）７(1)に基づき当社が本社債に基づく

元利金（ただし、損失吸収事由、実質破綻事由又は倒産手続開始事由が生じた日（同日を含む。）まで

に期限が到来したものを除く。以下本（注）７において同じ。）の全部又は一部の支払債務を免除され

ること（本（注）７(1)①の場合においては、所要損失吸収額及び本（注）７(1)①に定める債務免除日

後の免除後元金額を含む。）その他必要事項を、本（注）７(1)①又は②の場合においては当該債務免

除日の８銀行営業日前までに、また、本（注）７(1)③の場合においては当該債務免除日以降すみやか

に、本（注）４に定める財務代理人に通知し、また、本（注）７(1)①又は②の場合においては当該債

務免除日の前日までに、本（注）７(1)③の場合においては当該債務免除日以降すみやかに、本（注）

９に定める公告その他の方法により社債権者に通知する。ただし、本（注）７(1)①又は②の場合にお

いて、債務免除日の８銀行営業日前までにかかる財務代理人に通知を行うことができないときは、当該

通知を行うことが可能になった時以降すみやかにこれを行い、また、債務免除日の前日までに社債権者

に通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。

(3) 債務免除事由が生じた後、本社債に基づく元利金（損失吸収事由が生じた場合においては、本（注）７

(1)①に基づき免除された支払債務に係る本社債の元利金部分に限る。）の全部又は一部が社債権者に

支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還す

る。

(4) 債務免除事由が生じた場合、本社債に基づく元利金（損失吸収事由が生じた場合においては、本（注）

７(1)①に基づき免除された支払債務に係る本社債の元利金部分に限る。）の支払請求権を相殺の対象

とすることはできない。

８ 元金回復特約

(1) 損失吸収事由の発生により本（注）７(1)①に基づき本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除され

ている場合（本（注）８に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。）にお
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いて、元金回復事由（下記に定義する。）が生じた場合、銀行法その他適用ある法令及び自己資本比率

規制に従い、当該元金回復事由が生じた日において本（注）７(1)①に基づき支払債務を免除されてい

る各本社債の元金の額（当該元金回復事由が生じた日において、本（注）８に基づき当該免除の効力が

消滅している支払債務に係る金額を除く。以下本（注）８(1)において同じ。）のうち、元金回復額

（下記に定義する。）に相当する金額について、元金回復日に、各本社債に基づく元金の支払債務の免

除の効力は将来に向かって消滅する。なお、元金回復事由が生じる毎に、本（注）８に基づき各本社債

に基づく元金の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。

「元金回復事由」とは、当社が、銀行法その他適用ある法令及び自己資本比率規制に従い、本社債及び

元金回復型損失吸収証券（下記に定義する。）について本（注）８又はその条件に従い元金回復がなさ

れた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等Tier１比率が維持されることについて、あらか

じめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、本（注）８に基づき各本社債に基づく元金の支払

債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。

「元金回復額」とは、当社が、支払債務につき元金回復がなされる本社債及び元金回復型損失吸収証券

の元金の合計額として、金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、元金回復事由が生じた日

において、(i)本（注）７(1)①に基づき本社債につき支払債務を免除されている元金の総額、及び(ii)

元金回復型損失吸収証券につきその条件に従い免除等されている元金の総額（当該元金回復事由が生じ

た日において、当該元金回復型損失吸収証券の条件に従い元金回復がなされている支払債務に係る金額

を除く。以下本（注）８において同じ。）で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額（た

だし、１円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。）をいう。この場合において、当社は、元

金が外貨建ての元金回復型損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、免除等された元

金回復型損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の免除等され

た元金回復型損失吸収証券の元金の額を用いて、元金回復額を算出する。

「元金回復日」とは、元金回復事由が生じた日後20銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他

の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。

「元金回復型損失吸収証券」とは、損失吸収証券のうち、元金の回復に関して本（注）８と実質的に同

じ条件を付されたものをいう。

(2) 本（注）８(1)の規定にかかわらず、(i)償還期日後、及び(ii)実質破綻事由又は倒産手続開始事由が

生じた後は、元金回復事由は生じないものとする。

(3) 元金回復事由が生じた場合、当社はその旨、元金回復額、元金回復日、元金回復日後の免除後元金額、

及び本（注）８に基づき本社債に基づく元金の一部の支払債務の免除の効力がその全部又は一部につ

いて将来に向かって失われることを、当該元金回復日の８銀行営業日前までに、本（注）４に定める

財務代理人に通知し、また、当該元金回復日の前日までに、本（注）９に定める公告又はその他の方

法により社債権者に通知する。

９ 社債権者に通知する場合の公告

本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所

定の方法によりこれを行う。

10 社債要項の公示

当社は、その本店に本要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

11 社債要項の変更

(1) 本要項に定められた事項（ただし、本（注）４に定める財務代理人を除く。）の変更は、本（注）６

(2)の規定に反しない範囲で、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、

さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。

(2) 本（注）11(1)の社債権者集会の決議録は、本要項と一体をなすものとする。

12 社債権者集会

(1) 本社債及び本社債と同一の種類（会社法第681条第１号に規定する種類をいう。）の社債（以下「本種

類の社債」という。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週

間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告す

る。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額（本（注）７(1)①に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されて

いる場合（本（注）８に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。）には、

本社債に係る免除後元金額の総額を本社債の総額とする。また、当社が有する本種類の社債について

の各社債の金額の合計額は算入しない。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、

当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第３項に定める書面を提示したうえ、本種類
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の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集

会の招集を請求することができる。

13 元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則等

に従って支払われる。

２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 35,000 １ 引受人は本社債の全
額につき連帯して買取
引受を行う。

２ 本社債の引受手数料
は各社債の金額100円
につき金60銭とする。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 12,500

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 2,500

計 ― 50,000 ―

(2) 【社債管理の委託】

該当事項なし

３ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)

50,000 345 49,655

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額49,655百万円は、三井住友信託銀行株式会社への貸出（債務免除特約及び劣後特約付）と

して、2025年度上期中を目途に充当する予定であります。
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第２ 【売出要項】

該当事項なし
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

三井住友トラストグループ株式会社第９回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約及び劣後特約付）（以下

「本社債」という。）に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書及び本発行登録追補書類その他

の内容の他に、以下に示すような様々なリスク及び留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、

保有時及び処分時における個別的な課税関係を含め、本社債に対する投資に係るすべてのリスク及び留意事項を網羅し

たものではありません。

以下に示すリスク及び留意事項は、「第三部 参照情報 第１ 参照書類」に掲げた有価証券報告書及び半期報告書

に記載されている「事業等のリスク」並びに「第三部 参照情報 第２ 参照書類の補完情報」と併せて読む必要があ

ります。

なお、以下に示すリスク及び留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 第

１ 募集要項」をご参照下さい。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で別

途定義される用語を除き、「第一部 証券情報 第１ 募集要項」中で定義された意味を有します。

(1) 元利金免除に関するリスク

当社について、損失吸収事由、実質破綻事由又は倒産手続開始事由が生じた場合、以下の①ないし③に記載のと

おり、当社は、本社債に基づく元利金（ただし、これらの事由が生じた日までに期限が到来したものを除く。本(1)

において以下同じ。）の全部又は一部の支払債務を免除され、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券

が交付されることはありません。したがって、これらの場合、清算手続において本社債に実質的に劣後することと

なる当社の普通株式や、本社債と実質的に同順位として扱われることとなる当社の優先株式につき、これらの事由

の発生により損失が生じるか否か及びその損失の程度にかかわらず、本社債の社債権者は、支払債務を免除された

本社債に基づく元金相当の償還金及びこれに応じた経過利息について、以下のとおりその支払を受けられないこと

となります。

① 損失吸収事由の場合について

損失吸収事由が生じた場合、当社は、債務免除日において、各本社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する

金額（ただし、各本社債の免除後元金額を１円とするために必要な額を限度とする。）及び各本社債の利息のう

ち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金の支払債務を免除されます。また、支払債務

が免除された本社債の元金については、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることは

ありません。なお、かかる本社債に基づく元金の支払債務の免除がなされた後に、元金回復事由が生じた場合、

元金回復額に相当する金額について、各本社債に基づく元金の一部の支払債務の免除の効力は将来に向かって消

滅します。しかしながら、損失吸収事由の発生により本社債に基づく元金の支払債務の免除がなされた後に、か

かる元金回復事由が生じる保証は何らなく、また、本社債の社債権者は、当社に対してかかる元金の回復を求め

る権利を有しておらず、当社は元金を回復させる義務を何ら負っていません。

したがって、損失吸収事由が生じた場合、本社債の社債権者は、その後の元金回復事由の発生により各本社債

に基づく元金の一部の支払債務の免除の効力が消滅しない限り、支払債務が免除された所要損失吸収額に相当す

る本社債の元金及びこれに応じた将来の利息について、支払を受けることができず、また、当該元金に応じた経

過利息については、その後の元金回復事由の発生の有無にかかわらず、その支払を受けられないことが確定しま

す。

なお、各本社債の免除後元金額が１円となりこれが継続している間は、本社債には利息はつきません。

② 実質破綻事由の場合について

実質破綻事由が生じた場合、当社は、債務免除日において、本社債に基づく元利金の支払債務を免除されま

す。支払債務を免除された元利金が、その後に回復することはなく、また、その免除の対価として当社の株式そ

の他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、本社債の社債権者は、本社債の償還金

及び経過利息の全部について、支払を受けられないことが確定します。

実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性

があります。当社について特定第二号措置（預金保険法第126条の２第１項第２号において定義される意味を有

する。）の適用要件を満たす場合には、当社に対して特定第二号措置に係る特定認定及び特定管理を命ずる処分
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が行われる可能性があります。この場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、本社債に基づく元利金の

その時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなり、また、当社の本社債以外のその他

Tier1資本調達手段及びTier2資本調達手段の全額についても、債務免除又は普通株式への転換等が行われること

となります。

③ 倒産手続開始事由の場合について

倒産手続開始事由が生じた場合、当社は、当該事由が生じた時点において、本社債に基づく元利金の支払債務

を免除されます。支払債務を免除された元利金が、その後に回復することはなく、また、その免除の対価として

当社の株式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、本社債の社債権者は、本

社債の償還金及び経過利息の全部について、支払を受けられないことが確定します。

(2) 利払の停止に関するリスク

当社は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期

日において、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息の全部又は一部の支払を行わないことがで

きます（かかる利息の支払停止を以下「任意利払停止」という。）。

また、当社は、各本社債につき、支払期日に支払うべき本社債の利息のうち利払可能額を超える金額について、

本社債の利息の支払を行いません（かかる利息の支払停止を以下「利払可能額制限」という。）。そのため、一の

事業年度内において当社の株式、同順位証券又は劣後証券につき、その配当等の支払が行われる日に配当等がなさ

れた後に、本社債の支払期日が到来する場合、かかる株式、同順位証券又は劣後証券に対してなされた配当等の額

が当該支払期日の分配可能額又は調整後分配可能額の計算において控除される結果、株式、同順位証券又は劣後証

券に対しては、その配当等の支払が行われる日に配当等がなされたにもかかわらず、その後の支払期日における本

社債の利払については利払可能額制限が生じる可能性があります。さらに、配当等の支払が行われる日を本社債の

利息の支払期日と同じくする配当最優先株式又は同順位証券が存在する場合、当該支払期日における利払可能額が、

これらに係る配当等の総額も含めて調整後分配可能額を按分して算出される結果、本社債の利払につき利払可能額

制限が生じる可能性があります。かかる利払可能額制限が生じる場合、各本社債につき、利払可能額を超える金額

に相当する利息の支払は行われません。なお、本社債には、本社債の発行後、当社が株式、同順位証券又は劣後証

券を発行することを制約する条項は付されていません。本社債の発行後に、当社が株式、同順位証券又は劣後証券

を発行する場合、これらに対してなされる配当等の額も、上記の調整後分配可能額及び利払可能額の算出に含めら

れることになり、本社債の利息の支払に影響を及ぼす可能性があります。

本社債につき任意利払停止や利払可能額制限が生じた場合、支払が停止された本社債の利息は累積しません。ま

た、当社が発行する優先株式に対する配当と異なり、特定の支払期日に本社債の利息の全部又は一部の支払を任意

に停止した場合に、これを次回の支払期日における本社債の利息の支払にあわせて社債権者に支払うこともできま

せん。したがって、任意利払停止又は利払可能額制限により本社債の利息の全部又は一部の支払が停止された場合、

支払が停止された利息がその後本社債の社債権者に支払われることはありません。これらの場合、本社債はその期

待されたキャッシュ・フローを生じず、本社債の社債権者は本社債に関して予定した利息収入の全部又は一部を得

られないこととなります。

当社が任意利払停止を決定した場合、当社は、法令又は法令に基づく金融庁その他の監督当局による命令その他

の処分に基づく場合を除き、(i)当社がその次の支払期日に支払うべき本社債の利息の支払を行うこと又は全部若し

くは一部の支払を行わないことを決定するまでの期間中（ただし、本社債の全部につき償還又は買入消却された場

合を除く。）、(x)当社の普通株式及び自己資本比率規制上の自己資本比率基準におけるその他Tier１資本調達手段

に該当する当社の株式（その他Tier１配当最優先株式を除く。）に対する金銭の配当並びに(y)各種類のその他Tier

１配当最優先株式の各株式に対する、当該各種類のその他Tier１配当最優先株式の株式一株あたりの優先配当金の

額の半額に、当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行う部分として当社が決定した割合を乗じた額

を超える額の金銭の配当を行う旨の取締役会の決議又はかかる配当を行う旨の会社提案の議案の株主総会への提出

を行わず、また、(ii)当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行わない部分として当社が決定した割

合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日に支払うべき負債性その他Tier１資本調達手段の配当又は利

息のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合とします。しかし、かかる制約を除き、本社債には、任意

利払停止を行った場合における当社に対する一切の制約は付されていません。
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(3) 償還に関するリスク

① 支払期日における償還について

清算事由が発生し、かつ継続していない限り、損失吸収事由の発生により各本社債に基づく元金の一部の支払

債務が免除されている場合（当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。）を除き、当社は、

本要項において規定される特定の日以降に到来するいずれかの支払期日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受け

たうえで、残存する本社債の全部（一部は不可）を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円に

つき金100円の割合で、それぞれ償還することができます。かかる償還がなされた場合、本社債の社債権者は予

定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利と同等の利回りを

達成できない可能性があります。

② 税務事由又は資本事由の発生による償還について

清算事由が発生し、かつ継続していない限り、当社は、払込期日以降、税務事由又は資本事由が発生し、かつ

当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部（一部は不

可）を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円（ただし、償還期日において、各

本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合（当該免除の効力がその全部について消滅している

場合を除く。）には、各本社債につき金１億円から当該免除され、かつ、当該免除の効力が消滅していない支払

債務に係る金額を控除して得られる金額）の割合で償還することができます。これらの償還がなされた場合、本

社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金

利と同等の利回りを達成できない可能性があります。

また、損失吸収事由の発生により各本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、税

務事由又は資本事由の発生により当社が本社債を償還する場合、当該支払債務を免除された各本社債の元金及び

これに応じた将来の利息について、その支払を受けられないことが確定します。

③ 永久劣後債であることについて

本社債に償還期限の定めはなく、(i)当社の任意による償還がなされる場合、又は(ii)当社につき清算事由が

発生し、かつ継続している場合に、当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主

に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その債権額につき全

額の弁済その他の方法で満足を受けたことを条件として償還される場合を除き、本社債は償還されません。

当社が、当社の任意による償還を行うためには、自己資本比率規制上、必要とされる条件を満たすことが必要

であり、また、償還に際し、自己資本の充実について、あらかじめ金融庁長官の確認を受ける必要があります。

当社が本社債を任意に償還しようとする場合にかかる本社債の償還のための条件を満たしているか否かについて

の保証や、当社が本社債を任意に償還するか否かについての保証は何らなく、また、本社債の社債権者は、当社

に対して本社債の償還を求める権利を有していません。

(4) 本社債の劣後性に関するリスク

本社債には劣後特約が付されており、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合には、本社債に基づ

く元利金（ただし、清算事由が生じた日までに期限が到来したものを除く。）の支払請求権の効力は、当該清算事

由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法

で満足を受けるべきすべての優先債権が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたことを条件と

して発生します。また、かかる場合における本社債に基づく元利金の支払は、本社債に基づく債権及び本社債に基

づく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、当社の残余財産分配最優先株

式とみなし、本社債に基づく債権に清算手続における弁済順位について実質的に劣後する条件を付された債権を、

当社の残余財産分配最優先株式以外の優先株式とみなした場合に、本社債につき支払がなされるであろう金額を限

度として行われます。したがって、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、本社債の社債権者は、

その投資元本の全部又は一部の支払を受けられない可能性があります。

本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に基づ

く決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
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(5) 規制及び規制の変更に関するリスク

バーゼルⅢにおいては2016年３月末から各種資本バッファーに係る規制が段階的に適用され、2019年３月末から

完全実施されています。また、当社グループは、金融庁により、国内のシステム上重要な銀行（D-SIBs）として選

定されており、当該各種資本バッファーに係る規制の一部として、0.5％の追加的な資本水準が2016年３月末から段

階的に求められており、当該規制は2019年３月末から完全実施されています。そのため、自己資本比率規制に従い

算出される当社の資本バッファー比率が一定水準を下回った場合には、その水準に応じて、当社の普通株式並びに

本社債を含む当社のその他Tier1資本調達手段について、配当、利払、買戻し、償還等の社外流出が原則として制限

されることとなります。当社に対してかかる制限が課せられた場合には、任意利払停止にかかる条項に従い本社債

の利息の支払が行われず、また、本社債の任意による償還又は税務事由若しくは資本事由による償還を当社が行う

ことができない可能性が高まるほか、かかる規制に対応するため、任意利払停止にかかる条項に従い本社債の利息

の支払が停止され、また、本社債の償還が行われない可能性があります。

また、D-SIBsのグループ及び追加的に求められる資本水準は定期的に評価の見直しが行われることから、今後更

に高い資本水準を求められるおそれがあります。さらに、今後の自己資本比率規制やその他の規制の変更により、

本社債の元金又は利息の支払についてさらなる制限が課せられ、又は当社のさらなる自己資本の積上げ等が必要と

なり、その結果、本社債の元金又は利息の支払に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 本社債に付された信用格付に関するリスク

本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性（信用リスク）についての現時点における信用格付業者の意

見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保

証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格

変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リ

スクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられること

があります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報（発行体から提供された情報を含む。）を

利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与される信用格付

について、当社の経営状況又は財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基

準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格及び市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

(7) 価格変動リスク

償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況又は財務状況及び本社債に付与された格付の状況等

により変動する可能性があります。

(8) 本社債の流動性に関するリスク

本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありませ

ん。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、又は希望する条件では本社債を売却できず、金

利水準や当社の経営状況又は財務状況及び本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性が

あります。

(9) 税制の変更に関するリスク

本社債の償還金、利息に関する税制又はかかる税制に関する解釈・適用・取扱いが変更され、現在の予定を上回

る源泉課税に服することとなった場合、本社債の社債権者の予定していた元利金収入の額が減少することがあり得

ますが、この場合であっても、当社は本社債について何ら追加的支払を行う義務を負いません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項なし
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第三部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第13期（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 2024年６月21日関東財務局長に提出

２ 【半期報告書】
事業年度 第14期中（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日） 2024年11月28日関東財務局長に提出

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2025年５月29日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2024年６月21日

に関東財務局長に提出

４ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2025年５月29日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を2025年２月28日に関

東財務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2025年５月29日）ま

での間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項のうち、参照書類としての有

価証券報告書における「第一部 企業情報 第２ 事業の状況」のうち「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題

等 (5)目標とする経営指標」及び「４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)

経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」に記載されている、財務目標（KPI）における2024年度

の予想数値は、実績値（未監査）を公表しております。これらの事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来

に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項

もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

三井住友トラストグループ株式会社 本店

(東京都千代田区丸の内一丁目４番１号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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第四部 【保証会社等の情報】

該当事項なし
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        1,963,054百万円

東京証券取引所に

おける最終価格
  発行済株式総数    

3,878円 × 375,291,440株 ＝ 1,455,380百万円

東京証券取引所に

おける最終価格
  発行済株式総数  

4,905円 × 368,172,440株 ＝ 1,805,885百万円

東京証券取引所に

おける最終価格   発行済株式総数  

3,643円 × 721,355,380株 ＝ 2,627,897百万円

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

 

会社名  三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

代表者の役職氏名       取締役執行役社長　 高倉　透

 

 

１  当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。

 

 

２  当社の発行する株券は、東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場されております。

 

 

３  当社の発行済株券は、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。

 

 

 

（参考）

（2022年５月31日の上場時価総額）

 

 

（2023年５月31日の上場時価総額）

 

 

（2024年５月31日の上場時価総額）

 

 

（注）当社は、2024年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 

 

1．事業内容の概要 

2025年３月31日現在、三井住友トラストグループは、銀行持株会社である当社の下、銀行、資産運用・資産管理、不動産業

務関連など様々なグループ会社を有しており、これらが統一されたグループ経営戦略に基づき、中核となる三井住友信託銀行

株式会社を中心に、多様な事業を行っております。 

当社及び当社の関係会社は、当社、連結子会社58社及び持分法適用関連会社32社で構成されております。 

当社及び当社の関係会社の事業に係る位置付け及び報告セグメントとの関係は次のとおりであり、主要な関係会社を記載し

ております。 

 

 
(注)○は連結子会社、△は持分法適用関連会社であります。 

 

○三井住友トラスト保証株式会社

○三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社

○三井住友トラストクラブ株式会社

○三井住友トラスト・カード株式会社

○三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社

△UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社

△カーディフ生命保険株式会社

○三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社

○ジェイ・ユーラス・アイ・アール株式会社

○三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

△紫金信託有限責任公司

△南京紫金融資租賃有限責任公司

△Midwest Railcar Corporation

○三井住友トラスト不動産投資顧問株式会社

○三井住友トラスト・インベストメント株式会社

○Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited

○Sumitomo Mitsui Trust (Hong Kong) Limited

○Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A.

△株式会社日本カストディ銀行

○株式会社三井住友トラスト基礎研究所

○三井住友トラスト不動産株式会社

○日興アセットマネジメント株式会社

○三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

○株式会社投信・保険ビジネス総合研究所

○三井住友トラスト・システム＆サービス株式会社

○三井住友トラスト総合サービス株式会社

△住信SBIネット銀行株式会社

○Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limited
○
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

○Sumitomo Mitsui Trust Bank (U.S.A.) Limited

運用ビジネス

マーケット事業

その他

不動産事業

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
グ
ル
ー

プ
株
式
会
社

個人事業

法人事業

投資家事業
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2．主要な経営指標等の推移 

(1) 連結

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

(自 2019 年 

４月１日 

至 2020 年 

３月 31 日) 

(自 2020 年 

４月１日 

至 2021 年 

３月 31 日) 

(自 2021 年 

４月１日 

至 2022 年 

３月 31 日) 

(自 2022 年 

４月１日 

至 2023 年 

３月 31 日) 

(自 2023 年 

４月１日 

至 2024 年 

３月 31 日) 

連結経常収益 百万円 1,535,401 1,380,434 1,401,091 1,819,060 2,475,303 

うち連結信託報酬 百万円 99,816 102,883 110,539 109,721 116,269 

連結経常利益 百万円 257,658 183,155 229,704 285,840 101,327 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
百万円 163,028 142,196 169,078 191,000 79,199 

連結包括利益 百万円 △23,974 201,137 90,859 198,519 416,207 

連結純資産額 百万円 2,590,907 2,722,556 2,745,288 2,822,574 3,137,686 

連結総資産額 百万円 56,500,552 63,368,573 64,633,220 69,022,746 75,876,905 

１株当たり純資産額 円 6,822.48 7,192.07 7,249.70 3,843.26 4,316.76 

１株当たり当期純利益 円 434.31 379.65 451.40 258.57 109.16 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
円 434.03 379.41 451.12 258.41 109.09 

自己資本比率 ％ 4.52 4.25 4.20 4.04 4.09 

連結自己資本利益率 ％ 6.25 5.41 6.25 6.93 2.68 

連結株価収益率 倍 7.19 10.16 8.86 8.78 30.30 

営業活動による 

キャッシュ・フロー
百万円 △2,395,306 6,553,089 △120,263 2,616,213 4,294,547 

投資活動による 

キャッシュ・フロー
百万円 △631,459 △475,494 △879,205 960,275 △2,584,194

財務活動による 

キャッシュ・フロー
百万円 △85,323 △219,723 △125,079 △217,509 △85,751

現金及び現金同等物の 

期末残高 
百万円 10,960,024 16,799,146 15,733,650 19,172,638 20,837,852 

従業員数 

［外、平均臨時従業員数］ 
人 

21,658 22,139 22,024 22,465 22,911 

[2,149] [2,193] [2,200] [2,271] [2,400] 

信託財産額 百万円 224,425,327 239,846,590 248,215,419 256,225,715 257,466,804 

(注)１．「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を 2022 年度の期首から適用しております。2022 年度以降に係る主要な経営指標等に

ついては、時価算定会計基準適用指針を適用した後の指標等となっております。 

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日）等及び「時価の算定に関する会計基準」

（企業会計基準第 30 号 2019年７月４日）等を 2021 年度の期首から適用しております。2021 年度以降に係る主要

な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。 

３．デリバティブ取引に係る担保の有無による信用リスクを適切に表示するため、2021年度よりデリバティブ取引の時

価評価による金融資産と金融負債に係る表示方法を変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、2020

年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

４．2024 年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。2022 年度の期首に当該株式分

割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を

算出しております。 

５．自己資本比率は、(期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算

出しております。 
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６．連結自己資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を、新株予約権及び非支配株主持分控除後の期中平均連

結純資産額で除して算出しております。 

７．信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社の信託財産額で

あります。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社であります。 

 

(2) 単体 

回次 第９期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

決算年月 2020 年３月 2021 年３月 2022 年３月 2023 年３月 2024 年３月 

営業収益 百万円 97,597 60,855 63,319 78,111 86,512 

経常利益 百万円 92,640 55,901 57,580 71,426 78,382 

当期純利益 百万円 93,858 56,637 57,620 71,257 78,290 

資本金 百万円 261,608 261,608 261,608 261,608 261,608 

発行済株式総数 

 普通株式 
千株 375,291 375,291 375,291 368,172 728,051 

純資産額 百万円 1,570,044 1,570,441 1,570,025 1,520,466 1,498,094 

総資産額 百万円 2,224,754 2,203,450 2,223,512 2,128,640 2,123,441 

１株当たり純資産額 円 4,189.14 4,190.18 4,188.80 2,091.59 2,080.66 

１株当たり配当額 

（内１株当たり中間配当

額） 

 普通株式 

円 
150.00 

（75.00） 

150.00 

（75.00） 

170.00 

（80.00） 

210.00 

（100.00） 

110.00 

（55.00) 

１株当たり当期純利益 円 250.04 151.21 153.83 96.46 107.90 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
円 249.87 151.12 153.74 96.40 107.84 

自己資本比率 ％ 70.52 71.22 70.56 71.38 70.51 

自己資本利益率 ％ 6.02 3.60 3.67 4.61 5.19 

株価収益率 倍 12.49 25.51 26.00 23.53 30.65 

配当性向 ％ 59.99 99.19 110.50 108.84 101.93 

従業員数 人 169 184 233 285 283 

株主総利回り 

（比較指標：配当込み TOPIX

業種別(銀行業)） 

％ 
82.34 104.60 112.44 131.31 189.03 

（77.32) （109.62) （122.15) (151.23) （261.13) 

最高株価 円 4,418 4,172 4,364 5,368 
3,421 

(6,123) 

最低株価 円 2,618 2,705 3,431 3,788 
2,254 

(4,508) 
  

(注)１．自己資本比率は、(期末純資産の部合計－期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。 

２．自己資本利益率は、当期純利益を新株予約権控除後の期中平均純資産額で除して算出しております。 

３．2024 年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。第 12 期の期首に当該株式分

割が行われたと仮定し、１株当たりの純資産額、１株当たりの当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額を算定しております。また、１株当たり配当額及び１株当たり中間配当額につきましては、第 13 期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して算出しております。 

４．最高株価及び最低株価は、2022 年４月４日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前につ

いては東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、第 13 期の株価については株式分割後の最高株価

及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価は括弧内へ記載しております。 
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2025 年３月期連結会計年度（2024 年４月１日から 2025 年３月 31日まで）の業績の概要 

 

2025 年５月 14 日開催の取締役会において承認を受け、公表した 2025 年３月期連結会計年度（2024

年４月１日から 2025 年３月 31 日まで）の連結財務諸表は以下のとおりであります。 

ただし、この連結財務諸表は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査

を終了していないため、監査報告書は受領しておりません。 

なお、連結財務諸表に記載した金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（１）連結貸借対照表 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2024年３月31日) 

当連結会計年度 
(2025年３月31日) 

資産の部   

 現金預け金 22,831,653 25,173,611 

 コールローン及び買入手形 25,000 21,000 

 買現先勘定 111,600 803,722 

 債券貸借取引支払保証金 532,200 95,400 

 買入金銭債権 1,144,441 926,244 

 特定取引資産 2,015,752 2,291,521 

 金銭の信託 22,596 35,677 

 有価証券 9,938,913 11,496,181 

 貸出金 33,420,919 32,206,993 

 外国為替 45,394 53,453 

 リース債権及びリース投資資産 718,968 718,241 

 その他資産 3,869,240 3,197,997 

 有形固定資産 226,714 218,432 

  建物 70,295 70,173 

  土地 129,748 123,980 

  リース資産 4,381 5,181 

  建設仮勘定 3,952 872 

  その他の有形固定資産 18,337 18,224 

 無形固定資産 149,172 174,746 

  ソフトウエア 129,325 161,863 

  のれん 14,820 8,082 

  その他の無形固定資産 5,026 4,799 

 退職給付に係る資産 338,723 319,161 

 繰延税金資産 7,929 8,197 

 支払承諾見返 595,482 640,415 

 貸倒引当金 △117,798 △129,958 

 投資損失引当金 － △3,938 

 資産の部合計 75,876,905 78,247,102 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2024年３月31日) 

当連結会計年度 
(2025年３月31日) 

負債の部   

 預金 37,418,280 37,722,986 

 譲渡性預金 9,220,997 9,643,098 

 コールマネー及び売渡手形 360,394 318,617 

 売現先勘定 2,700,532 2,391,583 

 特定取引負債 1,767,322 2,092,440 

 借用金 7,302,158 9,084,957 

 外国為替 281 1,440 

 短期社債 2,906,725 2,987,093 

 社債 2,787,367 3,543,483 

 信託勘定借 4,327,798 3,492,270 

 その他負債 3,084,555 3,000,874 

 賞与引当金 20,875 21,308 

 役員賞与引当金 422 512 

 株式給付引当金 1,274 1,626 

 退職給付に係る負債 13,965 12,576 

 ポイント引当金 22,255 22,686 

 睡眠預金払戻損失引当金 2,573 2,390 

 偶発損失引当金 1,639 1,473 

 繰延税金負債 201,934 135,496 

 再評価に係る繰延税金負債 2,381 2,451 

 支払承諾 595,482 640,415 

 負債の部合計 72,739,219 75,119,785 

純資産の部   

 資本金 261,608 261,608 

 資本剰余金 526,318 506,616 

 利益剰余金 1,802,086 1,968,136 

 自己株式 △23,635 △36,444 

 株主資本合計 2,566,378 2,699,917 

 その他有価証券評価差額金 477,680 351,583 

 繰延ヘッジ損益 △11,599 △10,146 

 土地再評価差額金 △6,782 △7,163 

 為替換算調整勘定 39,346 46,363 

 退職給付に係る調整累計額 41,304 15,612 

 その他の包括利益累計額合計 539,948 396,250 

 新株予約権 855 760 

 非支配株主持分 30,503 30,388 

 純資産の部合計 3,137,686 3,127,317 

負債及び純資産の部合計 75,876,905 78,247,102 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

連結損益計算書 

           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2023年４月１日 
 至 2024年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

経常収益 2,475,303 2,922,428 

 信託報酬 116,269 120,885 

 資金運用収益 1,008,989 1,159,919 

  貸出金利息 632,494 687,769 

  有価証券利息配当金 206,864 273,805 

  コールローン利息及び買入手形利息 2,350 3,790 

  買現先利息 － 633 

  債券貸借取引受入利息 0 71 

  預け金利息 133,890 164,673 

  その他の受入利息 33,388 29,175 

 役務取引等収益 467,405 499,399 

 特定取引収益 77,765 105,933 

 その他業務収益 648,320 864,089 

 その他経常収益 156,552 172,201 

  償却債権取立益 1,240 1,129 

  その他の経常収益 155,311 171,071 

経常費用 2,373,975 2,554,734 

 資金調達費用 1,129,376 1,265,360 

  預金利息 346,812 374,687 

  譲渡性預金利息 307,492 375,345 

  コールマネー利息及び売渡手形利息 975 1,533 

  売現先利息 73,652 120,989 

  借用金利息 32,930 36,264 

  短期社債利息 115,430 106,347 

  社債利息 60,136 89,163 

  その他の支払利息 191,945 161,029 

 役務取引等費用 129,174 138,680 

 特定取引費用 1,848 3,073 

 その他業務費用 261,890 491,141 

 営業経費 505,945 530,734 

 その他経常費用 345,740 125,743 

  貸倒引当金繰入額 7,547 18,275 

  その他の経常費用 338,193 107,468 

経常利益 101,327 367,694 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2023年４月１日 
 至 2024年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

特別利益 4,761 1,059 

 固定資産処分益 73 1,059 

 その他の特別利益 4,688 － 

特別損失 8,111 14,320 

 固定資産処分損 704 1,336 

 減損損失 7,407 12,984 

税金等調整前当期純利益 97,977 354,433 

法人税、住民税及び事業税 19,967 105,191 

法人税等調整額 △2,331 △9,896 

法人税等合計 17,636 95,294 

当期純利益 80,340 259,138 

非支配株主に帰属する当期純利益 1,141 1,503 

親会社株主に帰属する当期純利益 79,199 257,635 
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連結包括利益計算書 

           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2023年４月１日 
 至 2024年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

当期純利益 80,340 259,138 

その他の包括利益 335,866 △143,635 

 その他有価証券評価差額金 220,724 △122,245 

 繰延ヘッジ損益 36,709 116 

 土地再評価差額金 － △69 

 為替換算調整勘定 10,668 5,437 

 退職給付に係る調整額 64,456 △25,744 

 持分法適用会社に対する持分相当額 3,306 △1,128 

包括利益 416,207 115,503 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 414,815 114,248 

 非支配株主に係る包括利益 1,391 1,254 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

  前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

 (単位：百万円) 

 

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

当期首残高 261,608 546,146 1,803,002 △22,933 2,587,824 

当期変動額      

剰余金の配当   △80,041  △80,041 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
  79,199  79,199 

自己株式の取得    △21,082 △21,082 

自己株式の処分  △4  556 552 

自己株式の消却  △19,823  19,823 － 

連結子会社株式の取得 

による持分の増減 
    － 

土地再評価差額金の 

取崩 
  △72  △72 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － △19,828 △915 △702 △21,445 

当期末残高 261,608 526,318 1,802,086 △23,635 2,566,378 

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配株主 

持分 
純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

土地再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

退職給付 

に係る 

調整累計額 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 258,240 △48,470 △6,855 24,531 △23,187 204,259 945 29,545 2,822,574 

当期変動額          

剰余金の配当         △80,041 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
        79,199 

自己株式の取得         △21,082 

自己株式の処分         552 

自己株式の消却         － 

連結子会社株式の取得 

による持分の増減 
        － 

土地再評価差額金の 

取崩 
        △72 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額） 
219,439 36,870 72 14,814 64,491 335,689 △89 958 336,557 

当期変動額合計 219,439 36,870 72 14,814 64,491 335,689 △89 958 315,112 

当期末残高 477,680 △11,599 △6,782 39,346 41,304 539,948 855 30,503 3,137,686 
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  当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

 (単位：百万円) 

 

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

当期首残高 261,608 526,318 1,802,086 △23,635 2,566,378 

当期変動額      

剰余金の配当   △91,896  △91,896 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
  257,635  257,635 

自己株式の取得    △33,521 △33,521 

自己株式の処分  △47  1,048 1,001 

自己株式の消却  △19,664  19,664 － 

連結子会社株式の取得 

による持分の増減 
 9   9 

土地再評価差額金の 

取崩 
  310  310 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － △19,702 166,049 △12,808 133,539 

当期末残高 261,608 506,616 1,968,136 △36,444 2,699,917 

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配株主 

持分 
純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

土地再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

退職給付 

に係る 

調整累計額 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 477,680 △11,599 △6,782 39,346 41,304 539,948 855 30,503 3,137,686 

当期変動額          

剰余金の配当         △91,896 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
        257,635 

自己株式の取得         △33,521 

自己株式の処分         1,001 

自己株式の消却         － 

連結子会社株式の取得 

による持分の増減 
        9 

土地再評価差額金の 

取崩 
        310 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額） 
△126,096 1,453 △380 7,017 △25,691 △143,697 △94 △115 △143,907 

当期変動額合計 △126,096 1,453 △380 7,017 △25,691 △143,697 △94 △115 △10,368 

当期末残高 351,583 △10,146 △7,163 46,363 15,612 396,250 760 30,388 3,127,317 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2023年４月１日 
 至 2024年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 97,977 354,433 

 減価償却費 37,559 42,991 

 減損損失 7,407 12,984 

 のれん償却額 7,023 6,734 

 持分法による投資損益（△は益） △18,733 △22,616 

 貸倒引当金の増減（△） △12,199 12,159 

 投資損失引当金の増減額（△は減少） － 3,938 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,739 433 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20 89 

 株式給付引当金の増減額（△は減少） 209 351 

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △101,358 16,783 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 239 △1,393 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 972 431 

 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） △454 △183 

 偶発損失引当金の増減（△） 295 △165 

 資金運用収益 △1,008,989 △1,159,919 

 資金調達費用 1,129,376 1,265,360 

 有価証券関係損益（△） 175,739 △42,960 

 金銭の信託の運用損益（△は運用益） △4,444 45 

 為替差損益（△は益） △315,824 48,884 

 固定資産処分損益（△は益） 630 276 

 特定取引資産の純増（△）減 △501,149 △275,768 

 特定取引負債の純増減（△） 294,686 325,117 

 貸出金の純増（△）減 △1,609,993 1,213,926 

 預金の純増減（△） 2,030,993 304,705 

 譲渡性預金の純増減（△） 1,759,991 422,101 

 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 1,190,415 1,782,799 

 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 436,033 △117,436 

 コールローン等の純増（△）減 △177,107 △470,408 

 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 △96,107 436,799 

 コールマネー等の純増減（△） 117,267 △350,725 

 外国為替（資産）の純増（△）減 2,051 △8,059 

 外国為替（負債）の純増減（△） △566 1,158 

 リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △30,035 726 

 短期社債（負債）の純増減（△） 574,347 80,368 

 普通社債発行及び償還による増減（△） 274,605 676,115 

 信託勘定借の純増減（△） △4,674 △835,527 

 資金運用による収入 915,828 1,124,292 

 資金調達による支出 △1,047,108 △1,260,543 

 その他 209,362 406,703 

 小計 4,336,028 3,995,007 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △41,481 △18,337 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,294,547 3,976,669 

 
  

38



           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2023年４月１日 
 至 2024年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2024年４月１日 

 至 2025年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △9,284,345 △9,749,983 

 有価証券の売却による収入 4,155,188 3,964,915 

 有価証券の償還による収入 2,636,584 4,138,223 

 金銭の信託の増加による支出 △3,500 △13,306 

 金銭の信託の減少による収入 1,455 － 

 有形固定資産の取得による支出 △17,768 △12,927 

 有形固定資産の売却による収入 399 2,071 

 無形固定資産の取得による支出 △58,705 △72,885 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△20,335 － 

 持分法適用関連会社株式の取得による支出 △1,330 △19,947 

 持分法適用関連会社株式の売却による収入 8,161 － 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,584,194 △1,763,839 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 劣後特約付借入れによる収入 5,000 － 

 
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行に
よる収入 

40,781 149,167 

 
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還に
よる支出 

△30,000 △70,000 

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 

－ △913 

 配当金の支払額 △80,020 △91,871 

 非支配株主への配当金の支払額 △432 △446 

 自己株式の取得による支出 △21,082 △33,521 

 自己株式の売却による収入 2 1 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △85,751 △47,585 

現金及び現金同等物に係る換算差額 40,612 59,277 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,665,213 2,224,521 

現金及び現金同等物の期首残高 19,172,638 20,837,852 

現金及び現金同等物の期末残高 20,837,852 23,062,373 
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 
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(セグメント情報等) 

１. 報告セグメントの概要 

当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

や経営会議が、経営資源の配分の決定や業績評価のために、定期的に経営成績等の報告を受ける対象となっている

ものであります。 

個人事業 ：個人のお客様に対するサービス業務 

法人事業  ：法人のお客様に対するサービス業務 

投資家事業 ：投資家のお客様に対するサービス業務 

不動産事業 ：不動産事業サービス業務 

マーケット事業 ：マーケティング業務・マーケットメイク業務及び投資業務・財務マネージ業務 

運用ビジネス  ：資産運用サービス業務 

 

２．報告セグメントごとの実質業務粗利益及び実質業務純益の金額の算定方法 

報告セグメントの情報は内部管理報告を基礎とし、会計処理の方法は連結財務諸表の作成の基礎となる会計処理

の方法と概ね同一でありますが、社内管理の取扱いに則り処理をしております。 

実質業務純益は実質業務粗利益から総経費を控除した金額であります。実質業務粗利益及び総経費は、当社及び

連結子会社の業務粗利益及び経費（除く臨時処理分）に持分法適用会社の損益（臨時要因を除いた持分割合考慮後

の金額）等を反映した社内管理ベースの計数であります。 

 また、セグメント間の取引及びセグメント間に跨る収益については社内管理（市場実勢価格）基準により算定し

ております。 

なお、セグメント別資産情報として開示している固定資産は、有形固定資産及び無形固定資産の合計であり、三

井住友信託銀行株式会社に係る固定資産を各セグメントに配賦しております。 

 

３. 報告セグメントごとの利益又は損失及び固定資産の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 個人 法人 投資家 不動産 マーケット 
運用 

ビジネス 
その他 合計 

実質業務粗利益 228,864 292,786 169,197 73,135 54,323 99,486 16,414 934,207 

総経費 △182,900 △111,401 △86,074 △32,263 △20,749 △72,421 △66,360 △572,171 

実質業務純益 45,964 181,385 83,122 40,872 33,573 27,064 △49,946 362,036 

固定資産 88,165 37,647 25,832 9,181 48,512 － 183,839 393,179 

(注)１．一般企業の売上高に代えて、実質業務粗利益を記載しております。 

２．実質業務粗利益には、信託報酬、資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を

含んでおります。 

３．総経費には、人件費及び物件費を含んでおります。 

４．「その他」には、資本調達・政策株式配当の収支、経営管理本部のコスト、内部取引相殺消去額等を含ん

でおります。 

５．固定資産のセグメントごとの金額については、三井住友信託銀行株式会社に係る固定資産の金額を記載

しており、「その他」には、セグメントに配賦していない共用資産、配賦対象外の連結子会社に係る固定

資産及び連結調整等が含まれております。なお、各セグメントに配賦していない固定資産について、関

連する費用については合理的な配賦基準で各セグメントに配賦しているものがあります。 
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４．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 

 (差異調整に関する事項) 

（単位：百万円） 

 金額 

実質業務純益 362,036 

その他経常収益 172,201 

その他経常費用 △125,743 

その他調整 △40,799 

経常利益 367,694 
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(１株当たり情報) 

 

 
当連結会計年度 

(自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日) 

１株当たり純資産額 4,354円92銭 

１株当たり当期純利益 359円57銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 359円37銭 

 

(注)１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  
当連結会計年度 
(2025年３月31日) 

純資産の部の合計額 百万円 3,127,317 

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 31,149 

うち新株予約権 百万円 760 

うち非支配株主持分 百万円 30,388 

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 3,096,168 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 
普通株式の数 

千株 710,959 
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(注)２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであり

ます。 

 
当連結会計年度 

(自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日) 

１株当たり当期純利益  

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 257,635 

普通株主に帰属しない金額 百万円 － 

普通株式に係る 
親会社株主に帰属する当期純利益 

百万円 257,635 

普通株式の期中平均株式数 千株 716,510 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

親会社株主に帰属する当期純利益調整額 百万円 － 

普通株式増加数 千株 394 

 うち新株予約権 千株 394 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった 
潜在株式の概要 

 
連結子会社（日興アセットマネジメント
株式会社） 
新株予約権（ストック・オプション） 
同社普通株式         192,000株 

(注)日興アセットマネジメント株式会社は 2025年９月１日付でアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に

商号変更いたします。 
 
(注)３．株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託及びRS信託並びに社員向けRS信

託に残存する当社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式

数に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己

株式に含めております。 

当連結会計年度において、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は1,748千

株であり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は1,657千株であり

ます。 

 

(重要な後発事象) 

(連結子会社株式の売却) 

当社の連結子会社である三井住友信託銀行株式会社は2024年11月12日開催の取締役会において、連結子会社である

三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社（以下、「三井住友トラストＬ＆Ｆ」という。）の株式を一部売却

することを決議し、株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループとの間で締結した株式譲渡契約に基づき、2025

年４月１日に売却いたしました。 

本取引により三井住友トラストＬ＆Ｆへの持分割合は100%から15％に減少し、連結子会社より持分法適用関連会社

となるとともに売却益約76億円を特別利益に計上する見込であります。 

なお、三井住友トラストＬ＆Ｆは2025年４月１日付で株式会社Ｌ＆Ｆアセットファイナンスに商号を変更していま

す。 
 

(持分法適用関連会社株式の売却) 

当社は2025年３月26日開催の経営会議において、持分法適用関連会社であるMarubeni SuMiT Rail Transport Inc.

（以下、「MSRT」という。）の当グループが保有する全株式631株を売却することを決議し、2025年４月18日に株式譲渡

契約を締結いたしました。 

MSRTは北米にて鉄道貨車リース事業等を営むMidwest Railcar Corporation（以下、「MRC」という。）を保有してお

りますが、事業ポートフォリオ強化の方針の下、資本余力創出や再配分の観点から、本件株式を譲渡することを決定

いたしました。 

本取引によりMSRT及びMRCは持分法適用関連会社より除外する見込となります。なお、売却損益については現在精査

中であります。 
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第 14期事業年度（2024 年４月１日から 2025 年３月 31日まで）の業績の概要 

2025 年５月 14 日開催の取締役会において承認を受けた第 14 期事業年度（2024 年４月１日から 2025

年３月 31 日まで）の計算書類は以下のとおりであります。 

ただし、この計算書類は、会社法の規定に基づくものであり、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）に基づいて作成した金融商品取引法の規定により提出

される財務書類ではなく、また、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査法人による

監査はなされておりません。 

なお、計算書類に記載した金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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第14期末（2025年３月31日現在）貸借対照表 
 

（単位：百万円）

科   目 金  額 科   目 金  額 

(資 産 の 部)  (負 債 の 部)  

流 動 資 産 124,998 流 動 負 債 63,893 

現 金 及 び 預 金 61,975 未 払 費 用 2,411 

前 払 費 用 336 未 払 法 人 税 等 466 

1年内回収予定の関係会社長
期 貸 付 金 

60,000 賞 与 引 当 金 326 

そ の 他 2,686 役 員 賞 与 引 当 金 148 

固 定 資 産 2,102,690 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 60,000 

有 形 固 定 資 産 0 そ の 他 539 

  工 具 、 器 具 及 び 備 品 0 固 定 負 債 641,807 

無 形 固 定 資 産 5 社 債 621,000 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 5 長 期 借 入 金 20,000 

投 資 そ の 他 の 資 産 2,102,685 株 式 給 付 引 当 金 375 

投 資 有 価 証 券 642 そ の 他 431 

関 係 会 社 株 式 1,460,623 負 債 合 計 705,700 

関 係 会 社 長 期 貸 付 金 641,000 (純 資 産 の 部)  

繰 延 税 金 資 産 324 株 主 資 本 1,521,227 

そ の 他 94 資 本 金 261,608 

  資 本 剰 余 金 907,548 

  資 本 準 備 金 702,933 

  そ の 他 資 本 剰 余 金 204,614 

  利 益 剰 余 金 388,514 

  そ の 他 利 益 剰 余 金 388,514 

  繰 越 利 益 剰 余 金 388,514 

  自 己 株 式 △36,444 

  新 株 予 約 権 760 

  純  資  産  合  計 1,521,988 

資  産  合  計 2,227,689 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,227,689 
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第14期 (2024年４月１日から 
2025年３月31日まで ) 損益計算書 

 

（単位：百万円） 

科       目 金       額 

営 業 収 益   157,127  

関 係 会 社 受 取 配 当 金  148,257   

関 係 会 社 受 入 手 数 料  8,869   

営 業 費 用   6,882  

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  6,882   

営 業 利 益   150,244  

営 業 外 収 益   8,282  

受 取 利 息  8,196   

有 価 証 券 利 息  1   

受 取 手 数 料  0   

そ の 他  83   

営 業 外 費 用   9,672  

支 払 利 息  164   

社 債 利 息  7,985   

そ の 他  1,522   

経 常 利 益   148,854  

特 別 利 益   4  

そ の 他 の 特 別 利 益  4   

特 別 損 失   66  

そ の 他 の 特 別 損 失  66   

税 引 前 当 期 純 利 益   148,793  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  428   

法 人 税 等 調 整 額  △39   

法 人 税 等 合 計   388  

当 期 純 利 益   148,405  
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第14期 (2024年４月１日から 
2025年３月31日まで ) 株主資本等変動計算書 

 
 （単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本 
準備金 

その他 
資本剰余金 

資本剰余金 
合計 

その他 
利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 
剰余金 

当 期 首 残 高 261,608 702,933 224,326 927,260 332,006 332,006 

当 期 変 動 額       

剰 余 金 の 配 当         △91,896 △91,896 

当 期 純 利 益         148,405 148,405 

自 己 株 式 の 取 得             

自 己 株 式 の 処 分     △47 △47     

自 己 株 式 の 消 却     △19,664 △19,664     

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 

            

当 期 変 動 額 合 計 － － △19,712 △19,712 56,508 56,508 

当 期 末 残 高 261,608 702,933 204,614 907,548 388,514 388,514 

 

 

株主資本 

新株 
予約権 

純資産 
合計 自己株式 

株主資本 
合計 

当 期 首 残 高 △23,635 1,497,239 855 1,498,094 

当 期 変 動 額     

剰 余 金 の 配 当   △91,896   △91,896 

当 期 純 利 益   148,405   148,405 

自 己 株 式 の 取 得 △33,521 △33,521   △33,521 

自 己 株 式 の 処 分 1,048 1,001   1,001 

自 己 株 式 の 消 却 19,664 －   － 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 

    △94 △94 

当 期 変 動 額 合 計 △12,808 23,987 △94 23,893 

当 期 末 残 高 △36,444 1,521,227 760 1,521,988 
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第14期 個別注記表 

 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法により行っております。 

その他有価証券 

市場価格のない株式等：移動平均法による原価法により行っております。 

預金と同様の性格を有するもの：移動平均法による原価法により行っております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

 定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品：５年 

(2)無形固定資産 

 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社内における利

用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

３．繰延資産の処理方法 

社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

４．引当金の計上基準 

(1)賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額の

うち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(2)役員賞与引当金 

 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額の

うち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3)株式給付引当金 

 株式給付引当金は、取締役等への株式報酬制度における報酬支払いに備えるため、取締役等

に対する報酬の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上し

ております。 

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

(1)資産に係る控除対象外消費税等の会計処理 

 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用に計上しております。 

(2)グループ通算制度の適用 

グループ通算制度を適用しております。 
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追加情報 

１．役員向け株式交付信託 

(1) 取引の概要 

当社は、当社の取締役（監査委員である取締役及び社外取締役を除く。）、執行役及び執行役員並

びに当グループの中核をなす三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメン

ト株式会社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員を対象に（当

社、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社における以上

の対象者を、以下、総称して「取締役等」という。）、信託を用いた業績連動型株式報酬制度である

株式交付信託（以下、「本制度」という。）を導入しております。 

本制度は、当社、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会

社（以下、「対象会社」という。）の取締役等の報酬の一部を当社の中期経営計画の業績目標等に連

動させ、また株式で支払うことにより、取締役等の報酬と当グループの業績との連動性をより明確に

するとともに、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することによって、当

グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としておりま

す。 

本制度においては、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」という。）

が当社株式を取得し、対象会社が各社の定める株式交付規則に基づき当該取締役等に付与するポイン

ト数に相当する当社株式を本信託を通じて当該取締役等に対して交付します。 

なお、前連結会計年度からの業績連動型株式報酬制度の株式交付信託からRS信託への切り替えに伴

い、株式交付信託での新規のポイント発行を停止しております。 

 

(2) 本信託に残存する当社の株式 

以下、「２．役員向けRS信託  (2) 本信託に残存する当社の株式」に記載のとおりであります。 

 

２．役員向けRS信託 

(1) 取引の概要 

当社は、前連結会計年度より役員向け業績連動型株式報酬制度を株式交付信託からRS信託（以下、

「本制度」という。）へ切り替えております。 

株式交付信託は、株式報酬として毎年度ポイントを付与、ポイントを累積管理し、退任時に実株式

を交付する制度である一方、本制度は、株式交付信託制度の仕組みを利用して、毎年度譲渡制限付株

式（RS：Restricted Stock）を交付し、退任時に譲渡制限を解除する制度となります。本制度により

交付された譲渡制限付株式は本人名義となるため、配当金の受領や、議決権の行使が可能となり、よ

り株主としての実感が湧きやすく、当該切り替えによりインセンティブ報酬としての効果が高まるこ

とが期待されます。 

本制度は、当社の取締役（監査委員である取締役及び社外取締役を除く。）、執行役、執行役員等

並びに当グループの中核をなす三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメ

ント株式会社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）、執行役員等を対象にし

ております（当社、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会

社における以上の対象者を、以下、総称して「取締役等」という。）。 

本制度は、当社、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会

社（以下、「対象会社」という。）の取締役等の報酬の一部を当社の中期経営計画の業績目標等に連

動させ、また株式で支払うことにより、取締役等の報酬と当グループの業績との連動性をより明確に

するとともに、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することによって、当

グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としておりま

す。 

本制度においては、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（株式交付信託と同一の信託。

以下、「本信託」という。）が当社株式を取得し、対象会社が各社の定める株式交付規則に基づき当

該取締役等に付与するポイント数に相当する当社株式を本信託を通じて当該取締役等に対して交付し

ます。ただし、当該株式については、各取締役等に対し退任までの譲渡制限を付すものとします。 

 

(2) 本信託に残存する当社の株式 

本信託は、役員向け株式交付信託の信託契約を利用したものであり、株式交付信託とRS信託で同一
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の信託を利用しております。本信託に残存する当社株式の帳簿価額及び株式数（株式交付信託とRS信

託の合算）は4,055百万円、1,419千株であり、純資産の部に自己株式として計上しております。 

 

３．社員向けRS信託 

(1) 取引の概要 

当社は、三井住友信託銀行株式会社の社員向けインセンティブ・プランであるRS信託（株式交付信

託の仕組みを利用して、特定譲渡制限付株式（RS：Restricted Stock）を交付する制度。以下、「本

制度」という。）を導入しております。 

本制度は、社会的価値や経済的価値の創出の重要な担い手である社員への人的資本投資を強化し、

お客さまや社会への貢献や新たな価値の創造を実現することで当グループの企業価値を向上させるこ

とを目的としております。 

本制度においては、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」という。）

が当社株式を取得し、三井住友信託銀行株式会社が定める株式交付規則に基づき社員に対して付与す

るポイントに相当する当社株式を本信託を通じて交付します。ただし、当該株式については、各社員

に対し退職までの譲渡制限を付すものとします。 

 

(2) 本信託に残存する当社の株式 

本信託に残存する当社株式の帳簿価額及び株式数は704百万円、329千株であり、純資産の部に自己

株式として計上しております。  
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（貸借対照表に関する注記） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 0百万円

２．関係会社に対する金銭債権・債務（区分表示したものを除く。） 

短期金銭債権 64,662百万円

短期金銭債務 95百万円

３．社債（1年内償還予定の社債を含む）は全額、実質破綻時債務免除特約付劣後社債であります。 

４．長期借入金は全額、実質破綻時債務免除特約付劣後借入金であります。 

 

（損益計算書に関する注記） 

１．関係会社との取引高 

営業取引による取引高  

 営業収益 157,127百万円 

 営業費用 250百万円 

営業取引以外の取引による取引高  

 営業外収益 8,199百万円 

 営業外費用 229百万円 

２．「その他の特別利益」は、投資有価証券売却益であります。 

３．「その他の特別損失」は、投資有価証券評価損であります。 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：千株） 

株式の種類 
当事業年度 
期首株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

摘要 

普通株式 8,456 9,036 7,097 10,396 (注)１,２,３ 

（注）１．普通株式の自己株式数の増加9,036千株の内訳は、以下のとおりであります。 

・単元未満株式の買取による増加 ７千株 

・役員向けRS信託の制度において取得したことによる増加 957千株 

・2024年11月12日の取締役会において決議いたしました自己株式の取得を実施したこと

による増加 8,071千株 

２．普通株式の自己株式数の減少7,097千株の内訳は、以下のとおりであります。 

・単元未満株式の買増請求による減少 ０千株 

・ストック・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少 45千株 

・役員向け株式交付信託及びRS信託の制度において交付したことによる減少 201千株 

・社員向けRS信託の制度において交付したことによる減少 154千株 

・自己株式の消却による減少 6,696千株 

３．当事業年度末の普通株式の自己株式数には、役員向け株式交付信託及びRS信託並びに社

員向けRS信託が保有する当社の株式が1,748千株含まれております。 
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（税効果会計に関する注記） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

 税務上の繰越欠損金 1,832百万円 

 その他 499 

繰延税金資産小計 2,332 

評価性引当額 △2,007 

繰延税金資産合計 324 

繰延税金資産の純額 324百万円 

 

２．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理 

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び

開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の

会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に成立したこと

に伴い、2026年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることと

なりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の

30.62％から、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については

31.52％となります。この税率変更による影響は軽微であります。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

種類 会社等の名称 
議決権等の 
所有割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 
（百万円） 

子会社 
三井住友信託銀行 

株式会社 

直接 
100％ 

金銭貸借 
取引 

資金の貸付 
 

資金の回収 

150,000 
 

70,000 

 
関係会社 

長期貸付金 
 

1年内回収予
定の関係会社
長期貸付金 

 
641,000 

 
 

60,000 
 

利息の受取 8,148 その他 2,275 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

  関係会社長期貸付金（1年内回収予定の関係会社長期貸付金を含む）は全額、実質破綻時債務免除
特約付劣後貸付金であります。利率は、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１株当たりの純資産額 2,139円68銭

１株当たりの当期純利益金額 207円12銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 207円00銭

（注） 株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託及びRS信託並びに社

員向けRS信託に残存する当社の株式は、１株当たりの純資産額の算定上、期末発行済株式総数

から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たりの当期純利益金額の算定上、期中平

均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 

 １株当たりの純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は1,748千株であり、

１株当たりの当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は1,657千株

であります。 
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